
大気汚染防止法、水質汚濁防止法等における測定記録規定について 

 

 

 

 
 
 

  

測定義務 

 

 

測定頻度等 

測定記録こう義務違

反、虚偽記録に対す

る罰則 

排出基準違反に対

する罰則（直罰） 

改善命令違反

に対する罰則 

大気汚染防止法 ○ 

法第 16 条 

○ 

施行規則第 15 条 

× ○ 

法第 33 条の 2 

○ 

法第 33 条 

一般 ○ 

法第 14 条 

× × ○ 

法第 31 条 

○ 

法第 30 条 

 

水質汚濁防止法 

総量規制 ○ 

法第 14 条 

○ 

施行規則第 9条の 2 

○ 

法第 33 条 

× ○ 

法第 30 条 

ダイオキシン対策特別措置

法 

○ 

法第 28 条 

○ 
施行令第 4条、 

施行規則第 2条 

× ○ 

法第 45 条 

○ 

法第 44 条 

下水道法 ○ 

法第 12 条の 12

○ 

施行規則第 15 条 

○ 

法第 49 条 

○ 

法第 46 条の 2 

○ 

法第 46 条 
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